
橋本市告示第 92 号 

 

橋本市地方就職学生支援金交付要綱の一部を改正する告示を、別紙のとお

り定める。 

  

　　令和 8年 4月 1日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　          橋本市長　平木　哲朗 

 



橋本市地方就職学生支援金交付要綱の一部を改正する告示  

 

橋本市地方就職学生支援金交付要綱 (令和 6年橋本市告示第 74号 )の一部を次のように改める。なお、改正箇

所は次の表中下線の部分である。  

 

 改 正 後 改 正 前

 (趣 旨 ) (趣 旨 )

 第 1条 　 こ の 告 示 は 、 和 歌 山 県 総 合 計 画 及 び 橋 本 創 生 総 合 戦 略
に 基 づ き 、 東 京 圏 の 大 学 を 卒 業 し た 学 生 の 橋 本 市 (以 下
「 市 」 と い う 。 )内 へ の 移 住 を 伴 う 県 内 就 職 を 支 援 す る た
め 、 和 歌 山 県 と 共 同 し て 行 う 和 歌 山 県 地 方 就 職 学 生 支 援 事 業
に お い て 、 東 京 圏 内 の 大 学 を 卒 業 し て 、 市 に 移 住 し た 者 又 は
移 住 す る 見 込 み の 者 が 橋 本 市 地 方 就 職 支 援 金 (以 下 「 支 援
金 」 と い う 。 )の 支 給 要 件 を 満 た し た 場 合 に 、 当 該 者 に 対 し
予 算 の 範 囲 内 に お い て 支 援 金 を 交 付 す る こ と に つ い て 必 要 な
事 項 を 定 め る も の と し 、 支 援 金 の 交 付 に つ い て は 、 和 歌 山 県
マ ッ チ ン グ 支 援 事 業 、 起 業 支 援 事 業 、 移 住 支 援 事 業 及 び 地 方
就 職 学 生 支 援 事 業 実 施 要 領 (令 和 元 年 6月 5日 施 行 。 以 下 「 県
実 施 要 領 と い う 。 )、 法 令 等 の 定 め る と こ ろ に よ る ほ か 、 こ
の 告 示 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

第 1条 　 こ の 告 示 は 、 和 歌 山 県 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦
略 及 び 橋 本 創 生 総 合 戦 略 に 基 づ き 、 東 京 圏 の 大 学 を 卒 業 し た
学 生 の 橋 本 市 (以 下 「 市 」 と い う 。 )内 へ の 移 住 を 伴 う 県 内 就
職 を 支 援 す る た め 、 和 歌 山 県 と 共 同 し て 行 う 和 歌 山 県 地 方 就
職 学 生 支 援 事 業 に お い て 、 東 京 圏 内 の 大 学 を 卒 業 し て 、 市 に
移 住 し た 者 又 は 移 住 す る 見 込 み の 者 が 橋 本 市 地 方 就 職 支 援 金
(以 下 「 支 援 金 」 と い う 。 )の 支 給 要 件 を 満 た し た 場 合 に 、 当
該 者 に 対 し 予 算 の 範 囲 内 に お い て 支 援 金 を 交 付 す る こ と に つ
い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と し 、 支 援 金 の 交 付 に つ い て
は 、 和 歌 山 県 マ ッ チ ン グ 支 援 事 業 、 起 業 支 援 事 業 、 移 住 支 援
事 業 及 び 地 方 就 職 学 生 支 援 事 業 実 施 要 領 (令 和 元 年 6月 5日 施
行 。 以 下 「 県 実 施 要 領 と い う 。 )、 法 令 等 の 定 め る と こ ろ に
よ る ほ か 、 こ の 告 示 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

 (交 付 対 象 者 ) (交 付 対 象 者 )

 第 3条 　 支 援 金 の 交 付 の 対 象 と な る 学 生 (以 下 「 交 付 対 象 者 」 と
い う 。 )は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 全 て の 要 件 を 満 た す 学 生 と す
る 。  
(1)　 移 住 等 に 関 す る 要 件 　 次 に 掲 げ る ア か ら ウ ま で に 該 当

す る こ と 。  
ア 　 略

第 3条 　 支 援 金 の 交 付 の 対 象 と な る 学 生 (以 下 「 交 付 対 象 者 」 と
い う 。 )は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 全 て の 要 件 を 満 た す 学 生 と す
る 。  
(1)　 移 住 等 に 関 す る 要 件 　 次 に 掲 げ る ア 及 び イ に 該 当 す る

こ と 。  
ア 　 略

 イ 　 移 住 先 に 関 す る 要 件 　 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該 当 す
る こ と 。  
(ア )　 略  
(イ )　 市 に 移 住 し 、 1年 以 上 継 続 し て 居 住 す る 意 思 を 有

し て い る こ と 。

イ 　 移 住 先 に 関 す る 要 件 　 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該 当 す
る こ と 。  
(ア )　 略  
(イ )　 市 に 移 住 し 、 5年 以 上 継 続 し て 居 住 す る 意 思 を 有

し て い る こ と 。

 ウ 　 略 ウ 　 略

 (2)　 就 業 に 関 す る 要 件 　 次 に 掲 げ る ア 及 び イ に 該 当 す る こ
と 。  

(2)　 就 業 に 関 す る 要 件 　 次 に 掲 げ る ア 及 び イ に 該 当 す る こ
と 。  



 ア 　 就 業 先 に 関 す る 要 件 　 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該 当 す
る 企 業 に 就 職 す る こ と が 内 定 し て い る こ と 。  
(ア )　 勤 務 地 が 原 則 と し て 和 歌 山 県 内 に 所 在 す る こ と 。  
(イ )～ (オ )　 略  

イ 　 就 業 条 件 等 に 関 す る 要 件 　 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該
当 す る こ と 。  
(ア )　 原 則 と し て 、 週 20時 間 以 上 の 無 期 雇 用 契 約 に 基 づ

く 就 業 で あ る こ と 、 又 は 基 づ い て 就 業 す る 見 込 み で あ
る こ と 。  

(イ )　 和 歌 山 県 内 を 中 心 と し た 勤 務 を 基 本 と し 、 東 京 圏
へ の 勤 務 を 前 提 と し な い 採 用 で あ る こ と 。 た だ し 、 在
学 中 に 就 職 活 動 等 に か か る 経 費 を 申 請 す る 場 合 は 、 和
歌 山 県 内 を 中 心 と し た 勤 務 を 基 本 と し 、 東 京 圏 へ の 勤
務 を 前 提 と し な い 者 と し て 採 用 予 定 で あ る こ と 。

ア 　 就 業 先 に 関 す る 要 件 　 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該 当 す
る 企 業 に 就 職 す る こ と が 内 定 し て い る こ と 。  
(ア )　 勤 務 地 が 和 歌 山 県 内 に 所 在 す る こ と 。  
(イ )～ (オ )　 略  

イ 　 就 業 条 件 等 に 関 す る 要 件 　 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該
当 す る こ と 。  
(ア )　 週 20時 間 以 上 の 無 期 雇 用 契 約 に 基 づ く 就 業 で あ る

こ と 、 又 は 基 づ い て 就 業 す る 見 込 み で あ る こ と 。  
(イ )　 和 歌 山 県 外 へ の 転 勤 が な い 就 業 で あ る こ と 。  

 (交 付 対 象 経 費 等 ) (交 付 対 象 経 費 等 )

 第 4条 　 支 援 の 対 象 と な る 経 費 及 び 交 付 金 額 は 、 次 の 各 号 に 掲
げ る と お り と す る 。  
(1)　 地 方 へ の 就 業 等 に か か る 交 通 費 　 就 職 活 動 等 に 実 際 に

要 し た 往 復 交 通 費 で 交 付 対 象 者 の 住 所 地 か ら 就 業 先 ま で の
移 動 に 要 す る 合 理 的 か つ 経 済 的 な 交 通 費 (係 る 鉄 道 賃 、 バ
ス 賃 、 航 空 賃 及 び 高 速 道 路 利 用 料 に 限 る 。 )の 2分 の 1の 額
又 は 1万 6千 円 の い ず れ か 低 い 額 。 た だ し 、 算 出 し た 経 費 に
100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と
す る 。  

(2)　 略

第 4条 　 支 援 の 対 象 と な る 経 費 及 び 交 付 金 額 は 、 次 の 各 号 に 掲
げ る と お り と す る 。  
(1)　 地 方 へ の 就 業 等 に か か る 交 通 費 　 16,000円  

 
 
 
 
 

( 2)　 略

 (交 付 の 申 請 ) (交 付 の 申 請 )

 第 6条 　 支 援 金 の 申 請 を し よ う と す る 者 (以 下 「 申 請 者 」 と い
う 。 )は 、 橋 本 市 地 方 就 職 支 援 金 交 付 申 請 書 (様 式 第 1号 、 様
式 第 1号 の 2又 は 様 式 第 1号 の 3。 以 下 「 交 付 申 請 書 」 と い
う 。 )に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な
ら な い 。  
(1)・ (2)　 略  
(3)　 地 方 へ の 就 業 等 に か か る 交 通 費 の 領 収 書  
(4)・ (5)　 略  
(6)　 和 歌 山 県 内 を 中 心 と し た 勤 務 を 基 本 と す る 採 用 で あ る

こ と が 確 認 で き る 資 料 (募 集 要 項 、 雇 用 契 約 書 等 ) 
(7)　 移 住 元 の 住 民 票 の 写 し 等  

第 6条 　 支 援 金 の 申 請 を し よ う と す る 者 (以 下 「 申 請 者 」 と い
う 。 )は 、 橋 本 市 地 方 就 職 支 援 金 交 付 申 請 書 (様 式 第 1号 、 様
式 第 1号 の 2又 は 様 式 第 1号 の 3。 以 下 「 交 付 申 請 書 」 と い
う 。 )に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な
ら な い 。  
(1)・ (2)　 略  
 
(3)・ (4)　 略  
 
 
(5)　 移 住 元 の 住 民 票 の 写 し  



　様式第 1号から様式第 4号までを次のように改める。  

 

 (8)～ (10)　 略 (6)～ (8)　 略

 (返 還 請 求 ) (返 還 請 求 )

 第 12条 　 市 長 は 、 支 援 金 の 交 付 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る
場 合 に 該 当 す る と き は 、 支 援 金 の 全 額 の 返 還 を 請 求 す る も の
と す る 。 た だ し 、 就 業 先 の 倒 産 、 災 害 、 病 気 等 の や む を 得 な
い 事 情 が あ る も の と し て 和 歌 山 県 及 び 市 が 認 め た 場 合 は 、 こ
の 限 り で は な い 。  
(1)　 虚 偽 の 申 請 で あ る こ と 、 居 住 や 就 業 の 実 態 が な い こ と

等 が 明 ら か と な っ た 場 合  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)　 大 学 等 を 卒 業 若 し く は 修 了 す る 見 込 み で あ る 者 で あ る

場 合 、 申 請 日 か ら 1年 以 内 に 支 援 金 の 要 件 を 満 た す 就 業 を
行 わ な か っ た 場 合  

(3)　 大 学 等 を 卒 業 若 し く は 修 了 す る 見 込 み で あ る 者 で あ る
場 合 、 申 請 日 か ら 1年 以 内 に 市 に 転 入 し な か っ た 場 合 。 た
だ し 、 申 請 時 に 市 内 に 住 民 票 が あ る 場 合 を 除 く 。  

(4)　 内 定 企 業 の 就 業 日 か ら 1年 以 内 に 支 援 金 の 要 件 を 満 た す
職 を 辞 し た 場 合 。 た だ し 、 職 を 辞 し た 後 3月 以 内 に 第 3条 第
1項 第 2号 の 要 件 を 満 た す 県 内 の 別 の 企 業 に 就 業 す る 場 合 を
除 く 。  

(5)　 転 入 日 か ら 1年 未 満 に 市 外 に 転 出 し た 場 合  
2　 略

第 12条 　 市 長 は 、 支 援 金 の 交 付 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 に 掲 げ る
場 合 に 該 当 す る と き は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に
よ り 支 援 金 の 返 還 を 請 求 す る も の と す る 。 た だ し 、 就 業 先 の
倒 産 、 災 害 、 病 気 等 の や む を 得 な い 事 情 が あ る も の と し て 和
歌 山 県 及 び 市 が 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  
(1)　 次 に 掲 げ る 場 合 　 全 額 の 返 還  

ア 　 虚 偽 の 申 請 で あ る こ と 、 居 住 や 就 業 の 実 態 が な い こ と
等 が 明 ら か と な っ た 場 合  

イ 　 大 学 等 を 卒 業 若 し く は 修 了 す る 見 込 み で あ る 者 で あ る
場 合 、 申 請 日 か ら 1年 以 内 に 支 援 金 の 要 件 を 満 た す 就 業
を 行 わ な か っ た 場 合 。  

ウ 　 大 学 等 を 卒 業 若 し く は 修 了 す る 見 込 み で あ る 者 で あ る
場 合 、 申 請 日 か ら 1年 以 内 に 市 に 転 入 し な か っ た 場 合 。
た だ し 、 申 請 時 に 市 内 に 住 民 票 が あ る 場 合 を 除 く 。  

エ 　 内 定 企 業 の 就 業 日 か ら 1年 以 内 に 支 援 金 の 要 件 を 満 た
す 職 を 辞 し た 場 合 。 た だ し 、 職 を 辞 し た 後 3月 以 内 に 第 3
条 第 1項 第 2号 の 要 件 を 満 た す 県 内 の 別 の 企 業 に 就 業 す る
場 合 を 除 く 。  

オ 　 転 入 日 か ら 3年 未 満 に 市 外 に 転 出 し た 場 合  
(2)　 転 入 日 か ら 3年 以 上 5年 以 内 に 市 外 に 転 出 し た 場 合 　 半 額

の 返 還  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2　 略  
　



様式第 1号(第 6条関係) 

年　　月　　日 

橋本市地方就職支援金交付申請書 

(あて先)橋本市長 

 

橋本市地方就職学生支援金交付要綱第 6条に基づき、地方就職支援金の交付を申請します。 

 

1.申請者欄 

 

2.就職活動訪問先 

 

3.移動経路(往復) 

※居住地から就職先までの経済的かつ合理的な交通費（往路に係る鉄道賃、バス賃、航空賃及び高速道路利用料に限る。）を記載 

※領収書がない区間についてもすべて記載し、所要額に（領収書なし）と記載 

 

4.支援金額 

 フリガナ 生年月日

 
氏名 年　　月　　日

 
住所

〒 電話

番号

 メールアドレス

 在学大学・学部

 

訪問先

企業名

 所在地

 会場住所

 面接・試験日 年　　月　　日 内定日 年　　月　　日

 移動日 公共交通機関等名 出発地（駅・空港・IC 名） 到着地（駅・空港・IC 名） 費用（円）

 
 
 
 
 
 　計 (A)      　　　 円

 補助対象経費 100 円未満切り捨て 
（上限 16000 円） 

→

補助額

 
(A)　　　 　     円 (B)　　　      円



5.各種確認事項 

※　各種確認事項のＢ．に○を付けた場合は、地方就職支援金の支給対象となりません。 

 

 別紙１「地方就職支援金の交付申請に関する

誓約事項」に記載された内容について
Ａ．誓約する Ｂ．誓約しない

 別紙２「和歌山県地方就職学生支援事業に係る

個人情報の取扱い」に記載された内容について
Ａ．同意する Ｂ．同意しない

 
就職及び就業継続の意思について Ａ．意思がある Ｂ．意思がない

 移住日から 1 年以上継続して、橋本市に居住す

る意思について 

（卒業後の申請の場合は申請日から 1年以上）

Ａ．意思がある Ｂ．意思がない

 管理コード（○○県及び○○市使用欄） 　 　 　 　 　 　



様式第 1号の 2(第 6 条関係) 

年　　月　　日　 

橋本市地方就職支援金交付申請書 

(あて先)橋本市長 

 

橋本市地方就職学生支援金交付要綱第 6条に基づき、地方就職支援金(移転費)の交付を申請します。 

 

1.申請者欄 

2.就職活動訪問先 

3.移転内容 

※費用等の詳細については、別途領収書で確認するため、併せてご提出ください。 

4.各種確認事項 

※　各種確認事項のＢ．に○を付けた場合は、地方就職支援金の支給対象となりません。 

 フリガナ 生年月日

 
氏名 年　　月　　日

 
住所

〒 電話

番号

 
メールアドレス

 
大学・学部

 

勤務先

企業名

 
所在地

 
就業開始日 年　　　月　　　日

 日付 費用

 移住元 

(東京圏)
移住先

 別紙１「地方就職支援金の交付申請に関する誓

約事項」に記載された内容について
Ａ．誓約する Ｂ．誓約しない

 別紙２「和歌山県地方就職学生支援事業に係る個人情

報の取扱い」に記載された内容について
Ａ．同意する Ｂ．同意しない

 
就職及び就業継続の意思について Ａ．意思がある Ｂ．意思がない

 移住日から 1年以上継続して、橋本市に居住する意思

について（卒業後の申請の場合は申請日から 1年以上）
Ａ．意思がある Ｂ．意思がない

 管理コード（和歌山県及び橋本市使用欄） 　 　 　 　 　 　



様式第 1号の 3(第 6 条関係) 

年　　月　　日　 

橋本市地方就職支援金交付申請書 

(あて先)橋本市長 

 

橋本市地方就職学生支援金交付要綱第 6条に基づき、地方就職支援金(交通費及び移転費)の交付を申

請します。 

 

1.申請者欄 

 

2.就職活動訪問先 

 

3.移動経路(往復) 

※居住地から就職先までの経済的かつ合理的な交通費（往路に係る鉄道賃、バス賃、航空賃及び高速道路利用料に限る。）を記載 
※領収書がない区間についてもすべて記載し、所要額に（領収書なし）と記載 
 

 フリガナ 生年月日

 
氏名 年　　月　　日

 
住所

〒 電話

番号

 
メールアドレス

 
大学・学部

 

訪問先

企業名

 
所在地

 
会場住所

 
面接・試験日 年　　月　　日 就業開始日 年　　月　　日

 移動日 公共交通機関等名 出発地（駅・空港・IC 名） 到着地（駅・空港・IC 名） 費用（円）

 

 

 

 

 

 　計 (A)      　　 円



4.移転内容 

※費用等の詳細については、別途領収書で確認するため、併せてご提出ください。 

 

5　支援金額 

 

6.各種確認事項 

※　各種確認事項のＢ．に○を付けた場合は、地方就職支援金の支給対象となりません。 

 

 
日付 費用 （B）

 移住元 
(東京圏)

移住先

 

交通費

補助対象経費 1/2 の金額（100 円未満

切り捨て）と 16,000 円

のいずれか低い額 

→

補助額

 
(A)　　　 　     円 (A')　　　      円

 

移転費

補助対象経費 (B)の金額（100 円未満切

り捨て）と 108,000 円の

いずれか低い額 

→

補助額 支援額　(A')+(B')

 
(B)　　　 　     円 (B')　　　      円 　　　　　　　円

 別紙１「地方就職支援金の交付申請に関する

誓約事項」に記載された内容について
Ａ．誓約する Ｂ．誓約しない

 別紙２「和歌山県地方就職学生支援事業に係る

個人情報の取扱い」に記載された内容について
Ａ．同意する Ｂ．同意しない

 
就職及び就業継続の意思について Ａ．意思がある Ｂ．意思がない

 移住日から 1 年以上継続して、橋本市に居住す

る意思について 

（卒業後の申請の場合は申請日から 1年以上）

Ａ．意思がある Ｂ．意思がない

 管理コード（和歌山県及び橋本市使用欄） 　 　 　 　 　 　



 様式第 2 号(第 6条関係)

 年　　月　　日

 
(あて先)橋本市長

 所在地:

 事業者名:          　　　       　　      印

 代表者名:

 電話番号:

 担当者:

 

 和歌山県地方就職学生支援事業に係る就業証明書

 

 下記のとおり相違ないことを証明します。

 記

 
勤 務 者 名

 
勤 務 者 住 所

 
勤 務 先 所 在 地

 
勤 務 先 電 話 番 号

 
内 定 年 月 日 年　　　月　　　日

 
就 業 年 月 日 年　　　月　　　日

 
雇 用 形 態 原則として週 20時間以上の無期雇用

 勤務者と代表者又は取締役などの

経営を担う者との関係
3 親等以内の親族に該当しない

 
対 象 経 費 の 支 援

□ 就職活動等の参加に係る交通費の支給をしていない 

□ 当該地域への移動に係る移転費の支給をしていない

 
和歌山県移住支援事業に関する事務のため、勤務者の勤務状況などの情報を、和歌山県及び橋本市の求め
に応じて、和歌山県及び橋本市に提供することについて、勤務者の同意を得ています。



様式第 3号(第 6条関係) 

 

橋本市地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書 

 

1　和歌山県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査について、和歌山県及び橋本市から求め

られた場合には、それに応じます。 

 

2　次の場合には、橋本市地方就職学生支援金交付要綱 12条に基づき、地方就職支援金の全額を返還し

ます。 

 

【全額返還】 

①　虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 

②　申請日から 1年以内に支援金の要件を満たす就業を行わなかった場合 

③　申請日から 1年以内に橋本市に転入しなかった場合 

④　就業日から 1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合 

⑤　転入日から 1年未満に橋本市以外の市区町村に転出した場合 

 

3　橋本市に対して納期限が到来している債務(市税除く。)はありません。なお、このことに関する納入

状況の調査を承諾します。 

 

上記のことについて、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措

置について異議の申立てを行いません。 

 

4　和歌山県及び橋本市が和歌山県地方就職学生支援事業の実施に際して得た個人情報について、個人情

報の保護に関する法律等の規定に基づき適切に管理し、本事業の実施のために利用すること、並びに和

歌山県及び橋本市が当該個人情報について、他の都道府県において実施する地方就職学生支援事業の

円滑な実施、国への実施状況の報告等のため、国、他の都道府県、他の市区町村に提供し、又は確認す

る場合があることに同意します。 

年　　月　　日 

(あて先)橋本市長 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者住所　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名　　　　　　　　　　　　　　　 



様式第 4号(第 7条関係) 

第　　　　　号 

年　　月　　日 

 

　　　　　　　　　　様 

橋本市長 

 

橋本市地方就職学生支援金交付(不交付)決定通知書 

 

　　　 年　　月　　日付けで申請のあった橋本市地方就職学生支援金について、下記のとおり決定し

ましたので、橋本市地方就職学生支援金交付要綱第 7条の規定により通知します。 

 

記 

 

 

 

 

(備考) 

　橋本市は、橋本市地方就職学生支援事業における移住支援金交付要綱の規定に基づき、次の場合には、移

住支援金の全額の返還を請求します。 

・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 

・申請日から 1 年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業を行わなかった場合 

・申請日から 1 年以内に橋本市に転入しなかった場合 

・就業日から 1 年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合 

・転入日から 1 年未満に橋本市以外の市区町村に転出した場合 

 

発行担当者　　〇〇課　〇〇係　〇〇

 
交付の決定

 
交付決定金額

 不交付の理由 

(不交付の場合)



様式第 7号を次のように改める。  



様式第 7号(第 10 条関係) 

第　　　　　号 

年　　月　　日 

 

　　　　　　　　　　様 

橋本市長 

 

橋本市地方就職学生支援金交付決定通知書[再交付] 

 

　　　 年　　月　　日付けで申請のあった橋本市地方就職学生支援金について、下記のとおり決定し

ましたので、橋本市地方就職学生支援金交付要綱第 10 条の規定により通知します。 

 

記 

 

 

 

(備考) 

　橋本市は、橋本市地方就職学生支援事業における移住支援金交付要綱の規定に基づき、次の場合には、移

住支援金の全額の返還を請求します。 

・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 

・申請日から 1 年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業を行わなかった場合 

・申請日から 1 年以内に橋本市に転入しなかった場合 

・就業日から 1 年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合 

　・転入日から 1 年未満に橋本市以外の市区町村に転出した場合 

 

発行担当者　　〇〇課　〇〇係　〇〇

 
交付の決定

 
交付決定金額

 不交付の理由 

(不交付の場合)



附　則  

この告示は、令和 8年 4月 1日から施行する。


